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はじめに

わが国では急速な少子高齢化により社会保障費が増加し

ていることから、社会保障制度の持続可能性が危ぶまれ

ている。そのため政府は制度の改革に取り組んでおり、

その一環として社会保障・税番号制度の導入を進めてい

る。この制度は個人と企業に統一的な番号を導入するこ

とで、社会保障制度の運用の効率化と行政サービスなど

の利便性向上をめざしたものである。社会保障・税番号

制度では、もっぱら国民に割り当てられる個人番号（マ

イナンバー）が注目されがちであるが、企業や行政機関

には法人番号が割り当てられることになっている。そこ

で、本稿では法人番号に関する制度や期待される効果に

ついて、最新の状況を踏まえ解説する。

社会保障・税番号制度とは

2013 年 5 月 24 日、第 183 回通常国会で成立した「行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

などに関する法律（以下「番号法」）」および関連法によ

り導入されるのが社会保障・税番号制度である。この社

会保障・税番号制度とは、複数の機関に存在している個

人や企業の情報を、同一人や同一企業の情報であること

を特定し連携するための基盤であり、国民一人ひとりに

は 12 桁の個人番号と企業などには 13 桁の法人番号が

割り当てられる。

そのねらいは、社会保障と税制度の効率性・透明性を高

め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現

することにある。

これまでは、このような基盤がなかったため、所得を十

分に捕捉することができず、不当に負担を免れたり、給

付を不正に受け取ったりする人がいても特定が困難で

あった。今後は所得の正確な捕捉が可能となり細やかで

公平な社会保障制度の運用が可能になる。さらにまた、

社会保障・税に関わる行政手続の添付書類の削減や、行

政からのプッシュ型サービスなど、国民の利便性向上と

行政機関の業務効率化も実現できる。

では、番号の一つである法人番号とはどのようなもので

あろうか、以降で説明したい。

法人番号とは

繰り返しになるが、法人番号とは、複数の機関に存在

する企業の情報が、同一企業の情報であることを特定

するための番号である。社会保障や税に関わる行政機

関においてこれらを用いることはもちろん、法人など

が社会保障や税の手続を行う際にも、個人番号と合わ

せて法人番号の記載が求められるようになる。具体的

には、法人などが従業員の報酬など（報酬、料金、契

約金および賞金）に関わる支払調書や給与所得および

退職所得の源泉徴収票を、税務署や市町村に提出する

際に、個人番号のほかに法人番号も記載が必要になる。

利用開始時期については、所得税が 2016 年分の申請か

らで、支払調書や源泉徴収票などの法定調書・申請書

などが 2016 年 1 月からの予定である。

個人に関する支払調書や源泉徴収票以外に、法人税は

2016 年 1 月以降に開始する事業年度に係る申告書から

法人番号の記載が求められる。加えて、被保険者資格

取得の届出などを年金事務所もしくは健康保険組合に

提出する際や、法人税を税務署もしくは市町村に申告

する際にも、法人番号の記載が必要になる予定である。

これまでは各行政機関がそれぞれの目的に応じて企業

情報を管理する番号を発行してきたため、行政機関の

間で企業情報の連携が困難であったり、企業にとって

は各行政機関の手続によって番号を使い分けたりする

必要があった。今後は法人番号によって行政機関の間

の情報連携が容易になり、企業は社会保障・税などの

行政手続において異なる番号を使い分ける手間を削減

できる。
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法人番号の付番対象とコード体系

社会保障・税番号制によって、すべての企業に法人番号

が付番されるわけではない。法人番号が付番される対象

機関とは、国の機関および地方自治体、もしくは会社法

そのほかの法令の規定により登記所の登記簿に記録され

た法人が基本である。これ以外に税務上4つの届出書（給

与などの支払をする事業所の開設などの届出書、内国普

通法人などの設立の届出書、外国普通法人となった旨の

届出書、収益事業開始の届出書）を提出する法人以外の

団体で一定の要件に該当する機関なども含まれる。

法人番号は番号法第 58 条第 1 項と第 2 項に基づき、国

税庁が指定する。登記されている法人の場合、法人番号

の指定方法は、法務省から提供される会社法人など番号

（12桁）にチェックデジットを加えた13桁となる。一方、

会社法人など番号を指定されていない国の機関や地方自

治体などに対しては、国税庁が独自の 13 桁の法人番号

を指定することになっている。

法人番号の特徴

法人番号の特徴は大きく 2 つある。

一つ目は、個人番号が利用範囲を社会保障・税・災害

対策と明確に規定されているのに対して、法人番号は

利用範囲の規定がなく、民間企業の幅広い業務領域で

活用できることである。二つ目は、個人番号が社会保

障・税などの業務に用いられる以外では原則としてほ

か人に公開されないのに対して、法人番号は国税庁の

ホームページで公表されることである。番号法第 58 条

第 4 項に基づき、「商号又は名称、本店又は主たる事業

所の所在地、法人番号」の 3 情報が公表される。さらに、

数多くの企業情報を取り扱う企業や行政機関が、法人

番号をより利用し易いようにするために、CSV や XML

などの機械判読可能な形式でファイルをダウンロード

できる機能と Web-API が提供される。ただし、マンショ

ン組合のような人格なき社団などの情報の公表には、あ

らかじめその代表者または管理人の同意が必要となる。

法人番号のメリット

前述のような特徴を踏まえ、企業が法人番号を活用し

た場合、以下のようなメリットが期待される。

① 取引情報の名寄せの効率化

各企業や部門は取引先などの企業情報を管理するため

に、これまでそれぞれ独自の番号を発行してきた。そ

のため部門や企業を超えて、社内の取引情報などをや

りとりする際には、コード変換や人手による企業名で

の名寄せが必要になっていた。今後は一つ目の特徴で

述べたように、民間企業で法人番号が領域の制限なく

利用できることから、取引先情報に取引先の法人番号

を紐付けることで、複数の部門に分散する取引情報を

効率的に集約するなど、幅広い領域で業務の効率化が

期待されている。

② EDI 業務の効率化

企業間では商取引の効率化のために EDI を使っている

ことが少なくないが、企業が複数の EDI を使っている

場合、各取引先から指定されたコードを使い分けたり、

EDI ※の環境を提供する会社がコードを変換したりする

手間が発生している。今後は、既存のコードに法人番号

を紐付けることによって、このようなコードの使い分け

や、変換作業の負荷軽減が期待される。

③ 取引先情報の正確性・鮮度の向上

企業内で管理されている取引先情報には、企業名のゆら

ぎによって同一企業が別な企業として重複登録されてい

るケースがある。今後、取引先情報に取引先の法人番号

を紐付けることによって、取引先情報が重複登録される

ことを排除できる。さらに、登記の商号または名称と、

※ EDI（Electronic Data Interchange）：電子データ交換
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本店または主たる事業所の所在地が変更された場合に

は、国税庁から更新情報が公表されるため、その情報を

使って取引先企業の情報を最新に保つことができる。

④ 企業情報の名寄せの効率化

社内で用いる企業情報だけでなく、社外で流通する情報

を活用する際にも法人番号は役立つ。例えば、企業に関

するニュースやオープンデータに法人番号が含まれるこ

とによって、これらの情報の集約が効率的に行えるよう

になり、企業名の表記のゆらぎや異なる企業の同一商号

などによる情報の正確性の低下を防ぐことができる。

おわりに

さまざまなメリットが期待できる法人番号であるが、国

税庁から商号または名称、本店または主たる事業所の所

在地、法人番号の 3 情報が公表されただけでは、効果

が限定的である。一方、このような情報には、使う人（企

業）が増えるほど、情報の価値が高まるネットワーク効

果というものがある。つまり、さまざまな企業情報に法

人番号が紐付けられ提供されることによって、その用途

が広がり、利便性も飛躍的に高まる。法人番号の導入効

果の拡大と、これを用いた新たなサービス創出を促すた

めにも、企業や行政機関が保有する企業情報に積極的に

法人番号を紐付けし、利活用することを期待したい。
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はじめに

番号制度は、個人番号および法人番号によって行政機関

などが同一の個人や法人であることの確認を可能にするこ

とで、社会保障・税制度の効率性と透明性を高めるもので

ある。その中でも、法人番号は、個人番号のように利用

範囲が規定されていないことや、法人番号などの情報が機

械判読可能な形式で提供されることから、民間企業を含

めた幅広い領域で利活用が期待されている。しかし、民

間企業が法人番号を幅広い業務で利用する場合には、い

くつかの課題があるのも事実である。法人番号の導入効

果を拡大させるためには、行政機関および企業それぞれ

が、それらの課題解決のために取り組んでいく必要がある。

民間企業における法人番号の効果

法人番号は民間企業の活動においてさまざまな活用が期

待されている。例えば、今後、行政機関において進展か

期待されるオープンデータでは、法人情報が法人番号と

合わせた公開されることにより、情報の収集、統合、分

析がより容易になる。また、企業内で管理されている取

引先のさまざまな情報を法人番号と紐付けて管理するこ

とで、データ管理の効率化、データ分析の精度向上が可

能になる。さらに、前述したオープンデータなどの外部

の法人情報と企業内の法人情報を法人番号によって結び

付けることで、より複合的かつ多角的な分析を少ない負

担で実現することもできる。加えて、海外の事例を踏ま

えると、多様な法人情報の統合から新たなサービスやビ

ジネスの創出も期待される。

利活用推進を阻害する課題と必要な施策

幅広い用途で活用が期待される法人番号であるが、その

活用促進において、以下に示すような課題への対応が求

められる。

①個人事業主への番号の付番

企業の取引先には法人や行政機関だけでなく個人事業主

も含まれ、業務では一体的に扱っているケースがほとん

どである。しかしながら、法人番号の付番対象は、国の

機関や地方自治体、そして、登記所の登記簿に記録され

ている法人などであり、個人事業主に法人番号は付番さ

れない。そのため、個人事業主だけを法人番号とは別の

コードで管理することが求められるが、企業にとって負

担が大きく、法人番号の利用が敬遠される可能性がある。

個人事業主を営む個人には個人番号が付番されるため、

その個人番号で管理する方法も考えられるが、現時点で、

社会保障と税以外の業務で活用することはできない。

このように利便性や制度的な問題を考慮すると、法人も

個人事業主も同じコード体系で管理できることが望まし

く、個人事業主にも法人番号を付与できる制度整備が期

待される。

②事業所などへの番号の付番

法人番号は 1 法人に対して一つの番号が付番される。

一方、企業の業務では、法人単位ではなく搬入先や訪問

先などの事業所単位で、物や情報をやり取りすることも

数多くある。2013 年度の経済産業省による「法人番号

などの民間事業者における利活用に関する調査研究」で

は、支店、営業所、倉庫などを一意に特定できる事業所

単位のコードを求める意見が企業から多く挙げられてい

る。このような企業のニーズを実現するには、法人番号

に紐付く事業所番号を整備する必要がある。

ただし、特定したい事業所の対象範囲や粒度は、分野や

業務によって異なるケースもある。そのため、企業や行

政機関にとって使い易く効果的な事業所番号の要件を検

討するために、引き続き利用者のニーズを洗い出す必要

がある。法人番号は 1 社に対して一つの画一的な番号

が付番されるが、事業所番号に求められる要件が分野や

業務によって大きく異なる場合、必ずしも事業所番号が

画一的である必要はないと考える。ある程度共通の要件
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を持つ分野や業務単位に、事業所番号を整備することが

現実解と想定される。その場合、連携できる範囲はその

分野内に限られるが、その分野内で事業所情報を連携す

る効果が期待できる。例えば、行政機関が社会保障分野

で、法人番号に紐付く分野別の事業所番号を整備した場

合、厚生年金、健康保険、労働保険の事業所情報の連携

が容易になり、保険の未適用事業所を効率的に特定する

ことができるようになる。画一的な事業所番号を整備で

きるのが理想的であるが、このように分野別の事業所番

号でも、ある程度効果が期待できる。

③主な既存コードと法人番号の紐付け

企業や行政機関が法人番号を利用するには、現在利用し

ている既存コードや管理している法人情報に、法人番号の

紐付けを行う必要がある。一方、信用調査会社が使って

いるTDB 企業コード※1 や TSR 企業コード※ 2 は、すでに

多くの企業で使われている。このようなコードと法人番号

を信用調査会社が紐付けて展開することで、個々の企業

が既存コードに法人番号を紐付ける手間が省けると想定さ

れる。法人番号を民間企業に早期に浸透させるためにも、

信用調査会社はこれらのコードを含む信用情報に、積極

的に法人番号を紐付け、展開することが望まれる。

④情報以外の情報公開

国税庁から公開されるのは、登記の商業または名称と、

本店または主たる事業所の所在地、法人番号の 3 情報

のみのため、その情報だけでは企業や行政機関が利用で

きる用途は限定的である。そこで、行政機関から今後、

公開する法人情報のオープンデータには、原則、法人番

号を付加して公開することが望まれる。これによって法

人番号で統合的に利用できる法人情報の範囲も大きく広

がる。さらに、民間企業が提供する信用情報、マーケティ

ング情報、ニュース、統計情報などにも法人番号を紐付

けて提供することで、利用者の用途がより拡大する。

⑤法人ポータルの整備

企業などの利便性向上のために、各行政機関が保有する

法人情報を 1 か所から検索できたり、行政手続きに必

要な情報を行政機関の間で連携できたりする仕組みとし

て、法人ポータルを整備することが有効と考える。法人

ポータルの機能としては、行政機関が保有する法人情報

の閲覧や自社の情報の更新ができる機能、調達・補助金

などの情報を行政機関から効率的に確認できる機能、各

種行政手続きの電子化と窓口の一本化、各種行政手続に

必要な登記情報や納税実績情報を行政機関の間で連携す

る機能などが企業のニーズとして、内閣官房の調査や日

本経済団体連合会のアンケート調査で確認されている。

法人情報でも、民間企業が参照できる対象と行政機関が

参照できる対象には違いがあると想定される。今後、法

人ポータルの具体化に向けて、詳細な企業と行政機関の

ニーズや行政手続きの課題を調査し、行政機関の間で利

用するポータルと行政機関と民間企業の間で利用する

ポータルを分けた方がいいのかどうか、あるいは運営主

体の在り方などについて検討を進めていく必要がある。

民間企業における法人番号の効果

法人情報は、自社内の業務システムに留まらず、社外の

ニュース、ソーシャルメディア、オープンデータなど多岐

に渡り、情報量も今後、飛躍的に増加すると想定される。

一方、取引先に関わるデータは企業にとって取引状況や取

引先のニーズを把握するための大変貴重な資産であり、法

人番号によって効率的に活用できるようになる。法人番号

でこれらのデータを紐付け、ビックデータ解析することで、

経営やビジネス創出などに寄与する知見の導出が可能にな

る。前述したような課題を解決し、法人番号導入のメリッ

トを最大限に高めることが期待される。

※ 1 TDB 企業コード：帝国データバンクが発行する企業コード
※ 2 TSR 企業コード：東京商工リサーチが発行する企業コード
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記載内容（所属部署・役職を含む）は制作当時のものです。

嶋田 充宏
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うBTO 事業の立ち上げに従事。2007 年に日立コンサ
ルティングに入社後、社会インフラや公共領域を対象とし
た業務コンサルティング分野に従事。
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